
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
三
件

六
八
二

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
八
二

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

六
八
六

告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

七
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部

情
報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

七
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
西
郷
村
商
工
観

光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
西
郷
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
岩
下
十
一
番

地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
西
郷
村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

七
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部

情
報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

新
福
島
駅
ビ
ル

福
島
県
福
島
市
栄
町
一
番
一
号

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
。
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
は
、
福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
担
い
手
課
で
平
成
二

十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

認
可
申
請

土
地

年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

有
限
会
社

鈴

郡
山
市
田
村
町
大
供
字

郡
山
市
田
村
町
大
善
寺
字
前

平
成
二
七
年

───────────────────────────────────────────────────────────
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木
農
園

向
一
七
三

畑
一
四
四
ほ
か
八
十
三
筆

一
一
月
一
三
日

株
式
会
社

本

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字
打
越

同

田
農
園

畑
ノ
前
二
五
三
四

八
九
七
―
九
九
ほ
か
十
五
筆

日

有
限
会
社

橋

郡
山
市
三
穂
田
町
山
口

郡
山
市
三
穂
田
町
山
口
字
河

同

本
農
園

字
山
田
一
七
五

原
田
八
八
ほ
か
二
十
三
筆

日

有
限
会
社

ア

郡
山
市
日
和
田
町
字
北

郡
山
市
日
和
田
町
字
宮
ノ
入

同

グ
リ
サ
ー
ビ
ス

野
二
六

七
九
―
一
ほ
か
一
筆

日

あ
さ
か
野

有
限
会
社

う

郡
山
市
片
平
町
字
木
藤

郡
山
市
熱
海
町
長
橋
字
光
明

同

ね
め
農
場

田
四
九
―
二

段
五
九
―
一
ほ
か
三
十
三
筆

日

市
川

正
一

郡
山
市
三
穂
田
町
鍋
山

郡
山
市
三
穂
田
町
鍋
山
字
芳

同

字
向
屋
敷
一
一

堀
四
二
ほ
か
六
筆

日

齋
藤

辰
美

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字
打
越

同

外
出
二
七
一
七
―
一

八
九
七
―
八
二
ほ
か
一
筆

日

佐
久
間

俊
一

郡
山
市
喜
久
田
町
前
田

郡
山
市
喜
久
田
町
原
一
丁
目

同

沢
字
上
原
一
七

七
一
ほ
か
二
十
八
筆

日

二
瓶

正
男

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字
余
郷

同

屋
敷
前
一
三
三
三

前
一
七
六
ほ
か
十
筆

日

宗
像

丈
夫

郡
山
市
中
田
町
柳
橋
字

郡
山
市
中
田
町
柳
橋
字
石
畑

同

久
根
込
六
七

四
八
三
ほ
か
十
筆

日

増
子

栄
樹

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
窪
ノ

同

砂
子
田
一
八
九
―
一

前
七
三
四
ほ
か
十
一
筆

日

安
藤

嘉
行

郡
山
市
三
穂
田
町
山
口

郡
山
市
三
穂
田
町
山
口
字
深

同

字
芦
ノ
口
前
九
八

田
一
三
〇
ほ
か
七
筆

日

森
藤

重
基

須
賀
川
市
桙
衝
字
久
保

須
賀
川
市
桙
衝
字
上
新
田
八

同

ノ
内
八
三

九
ほ
か
一
筆

日

森
藤

菜
津
美

須
賀
川
市
桙
衝
字
久
保

須
賀
川
市
桙
衝
字
久
保
ノ
内

同

ノ
内
八
三

一
二
〇
―
二
ほ
か
七
筆

日

根
本

徳
男

須
賀
川
市
大
桑
原
字
五

須
賀
川
市
大
桑
原
字
志
留
計

同

斗
蒔
三
一

志
六
三

日

後
藤

誠
一

須
賀
川
市
松
塚
字
城
の

須
賀
川
市
松
塚
字
小
屋
七
一

同

内
一
一
一

ほ
か
二
十
七
筆

日

小
抜
農
匠
園

須
賀
川
市
松
塚
字
田
中

須
賀
川
市
松
塚
字
下
城
一
〇

同

株
式
会
社

一
六

五
ほ
か
百
九
十
九
筆

日

小
針

暢
芳

須
賀
川
市
松
塚
字
上
城

須
賀
川
市
松
塚
字
上
三
四
ほ

同

二
六

か
六
筆

日

深
谷

辰
也

須
賀
川
市
松
塚
字
田
中

須
賀
川
市
松
塚
字
上
五
一
ほ

同

六
九

か
二
十
三
筆

日

古
川

和
行

須
賀
川
市
松
塚
字
天
神

須
賀
川
市
松
塚
字
山
崎
五
二

同

一
〇

ほ
か
十
六
筆

日

星
野

栄
喜

須
賀
川
市
松
塚
字
田
中

須
賀
川
市
松
塚
字
坂
井
一
八
―

同

四

一
ほ
か
七
筆

日

星
野

光
明

須
賀
川
市
松
塚
字
田
中

須
賀
川
市
松
塚
字
東
田
九
一

同

五

ほ
か
一
筆

日

水
野

一
徳

須
賀
川
市
松
塚
字
塚
先

須
賀
川
市
松
塚
字
天
神
一
七

同

六
二
―
五

ほ
か
一
筆

日

渡
辺

文
雄

須
賀
川
市
松
塚
字
大
柴

須
賀
川
市
松
塚
字
壱
斗
内
五

同

六
五

一
―
一
五
ほ
か
二
十
八
筆

日

渡
辺

良
勝

須
賀
川
市
松
塚
字
下
城

須
賀
川
市
松
塚
字
発
米
一
四
―

同

九
〇

一
ほ
か
十
筆

日

影
山

一
郎

須
賀
川
市
仁
井
田
字
板

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

屋
二
〇
五

八

日
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影
山

勝

須
賀
川
市
仁
井
田
字
猿

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

池
二
六
〇

二
ほ
か
三
筆

日

岡
部

一
美

須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘

須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘
内
二

同

内
一
九
七

六
六
ほ
か
三
筆

日

岡
部

栄

須
賀
川
市
仁
井
田
字
山

須
賀
川
市
仁
井
田
字
切
通
一

同

陰
九
一
―
二

二
一
ほ
か
六
筆

日

岡
部

健
次

須
賀
川
市
仁
井
田
字
南

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

町
四
五

五
五
ほ
か
四
筆

日

岡
部

勝
男

須
賀
川
市
仁
井
田
字
東

須
賀
川
市
仁
井
田
字
西
舘
二

同

町
二
〇
〇

四
一
ほ
か
六
筆

日

樫
村

仁

須
賀
川
市
仁
井
田
字
東

須
賀
川
市
仁
井
田
字
糀
内
一

同

町
一
九
七

七
―
一
ほ
か
四
筆

日

根
本

栄
一

須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

内
二
〇
五
―
一

七
〇
ほ
か
五
筆

日

根
本

浩
安

須
賀
川
市
仁
井
田
字
東

須
賀
川
市
仁
井
田
字
西
舘
二

同

町
二
四
三

四
三
ほ
か
九
筆

日

根
本

司

須
賀
川
市
仁
井
田
字
関

須
賀
川
市
仁
井
田
字
背
坂
六

同

下
一
〇
一

一
ほ
か
四
筆

日

根
本

昌
美

須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

内
二
二
二

一
一
〇
ほ
か
三
筆

日

根
本

芳
一

須
賀
川
市
仁
井
田
字
南

須
賀
川
市
仁
井
田
字
北
明
石

同

町
三
三
―
一

田
二
六
三
―
一
ほ
か
四
筆

日

根
本

勇

須
賀
川
市
仁
井
田
字
東

須
賀
川
市
仁
井
田
字
北
明
石

同

町
二
〇
二

田
二
一
九
―
二
ほ
か
五
筆

日

佐
藤

孝
一

須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

内
二
〇
七
―
一

四
二
ほ
か
二
筆

日

増
子

敏
男

須
賀
川
市
仁
井
田
字
南

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

町
一
五

五
七

日

大
槻

博

須
賀
川
市
仁
井
田
字
ナ

須
賀
川
市
仁
井
田
字
迎
原
二

同

ラ
ナ
シ
八
二
―
三

七
四
―
一
ほ
か
二
筆

日

大
槻

友
保

須
賀
川
市
仁
井
田
字
東

須
賀
川
市
仁
井
田
字
西
舘
二

同

町
一
九
二

四
〇
ほ
か
三
筆

日

瀧
口

芳
明

須
賀
川
市
仁
井
田
字
南

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

町
八
九
―
一

二
四

日

樽
川

栄
一

須
賀
川
市
仁
井
田
字
南

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

町
五
九

四
四
ほ
か
一
筆

日

田
中

健
一

須
賀
川
市
仁
井
田
字
切

須
賀
川
市
仁
井
田
字
切
通
一

同

通
三
六

三
四
ほ
か
四
筆

日

島
木

登

須
賀
川
市
仁
井
田
字
舘

須
賀
川
市
仁
井
田
字
坊
内
景

同

内
二
二
九

一
五
九
ほ
か
四
筆

日

藤
田

正
勝

須
賀
川
市
仁
井
田
字
ナ

須
賀
川
市
仁
井
田
字
背
坂
九

同

ラ
ナ
シ
二
四
―
三

七
ほ
か
五
筆

日

鈴
木

幸
作

須
賀
川
市
仁
井
田
字
東

須
賀
川
市
仁
井
田
字
そ
り
舘

同

町
一
八
八

二
二
ほ
か
六
筆

日

青
木

一
男

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
柳
町
一

同

郷
一
三
二

二
四
―
一
ほ
か
一
筆

日

遠
藤

直
樹

郡
山
市
田
村
町
御
代
田

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
下
川
原

同

字
淵
の
上
四
三

一
五
八
ほ
か
一
筆

日

大
竹

一
成

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里
ノ
浦

同

郷
六
二
―
一

一
九
一
ほ
か
十
筆

日

大
槻

忠
洋

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
地
蔵
田

同

郷
一
五
三

二
二
〇
―
一
ほ
か
四
筆

日
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小
山

伸
正

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
雁

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
雁
俣
一

同

俣
六
九

八
ほ
か
十
二
筆

日

坂
本

兼
一

須
賀
川
市
今
泉
字
梅
田

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
下
川
原

同

八
三

一
四
二
ほ
か
三
筆

日

添
田

寿
和

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
長

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
長
者
久

同

者
久
保
四
三

保
二
三
七
ほ
か
二
筆

日

高
橋

純
一

須
賀
川
市
仁
井
田
字
大

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里
四
七
―

同

谷
地
一
〇
〇

一
ほ
か
五
筆

日

多
田

住
吉

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
雁
俣
一

同

七
一
―
三

〇
〇
ほ
か
三
筆

日

古
川

市
郎

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
長
者
久

同

四
六
―
一

保
二
四
八
ほ
か
五
筆

日

古
川

雅
和

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里
ノ
前

同

四
四

五
三
三
ほ
か
十
九
筆

日

森
合

清
典

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
金
屋
内

同

郷
四
七

一
五
六
ほ
か
十
筆

日

森
合

重
義

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
柳
町
一

同

郷
二
八

〇
九
ほ
か
十
五
筆

日

森
合

文
夫

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
本

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
重
郎
内

同

郷
一
〇
六
―
二

四
〇
二
ほ
か
一
筆

日

矢
内

英
夫

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里

須
賀
川
市
舘
ケ
岡
字
里
ノ
前

同

三
九

五
一
五
ほ
か
四
筆

日

柏
村

裕
介

須
賀
川
市
江
花
字
久
保

須
賀
川
市
江
花
字
古
内
一
〇

同

一
〇
三

一
ほ
か
五
筆

日

加
藤

博
孝

須
賀
川
市
江
花
字
久
保

須
賀
川
市
江
花
字
前
川
原
一

同

一
六
六

九
四
ほ
か
四
十
筆

日

佐
藤

三
男
吉

須
賀
川
市
江
花
字
中
島

須
賀
川
市
江
花
字
弁
財
天
一
―

同

二
四

一
ほ
か
四
筆

日

柴
田

一
郎

須
賀
川
市
江
花
字
中
島

須
賀
川
市
江
花
字
鍛
冶
内
一

同

一
六

五
五
ほ
か
三
筆

日

橋
本

貞
勝

須
賀
川
市
江
花
字
沖
之

須
賀
川
市
江
花
字
切
舘
二
二

同

内
二
二

六
ほ
か
二
筆

日

有
限
会
社

西

須
賀
川
市
江
花
字
切
舘

須
賀
川
市
江
花
字
栗
の
木
内

同

部
農
場

一
七
七

一
一
九
ほ
か
百
十
五
筆

日

赤
坂

敞

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染
字
染

同

字
中
内
三

一
二
〇
ほ
か
十
六
筆

日

岡
部

俊
雄

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染

石
川
郡
浅
川
町
大
字
里
白
石

同

字
地
獄
谷
地
一
七
四

字
島
田
一
〇
二
ほ
か
八
筆

日

川
音

一
四
郎

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染
字
染

同

字
中
内
一
六
八

一
二
七
ほ
か
一
四
筆

日

八
旗

正
紀

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染

石
川
郡
浅
川
町
大
字
染
字
染

同

字
地
獄
谷
地
一
九
〇

二
四
ほ
か
一
六
筆

日

眞
壁

康
範

喜
多
方
市
慶
徳
町
山
科

喜
多
方
市
慶
徳
町
山
科
字
六

同

字
山
崎
三
二
四
九

間
割
七
三
―
一
ほ
か
五
筆

日

高
橋

厚

喜
多
方
市
熊
倉
町
都
字

喜
多
方
市
熊
倉
町
雄
国
字
北

同

村
中
甲
三
五

居
戸
尻
二
九
ほ
か
十
一
筆

日

佐
藤

貴
市

喜
多
方
市
豊
川
町
沢
部

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字
下

同

字
荒
分
三
九
〇

中
川
四
四
―
一
ほ
か
五
筆

日

渡
部

伸
也

喜
多
方
市
字
さ
つ
き
が

喜
多
方
市
豊
川
町
沢
部
字
権

同

丘
一
六
〇
―
一

現
堂
二
八
ほ
か
一
筆

日

齋
藤

誠
一

喜
多
方
市
熊
倉
町
雄
国

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世
字
新

同

字
家
ノ
上
甲
一
〇
〇
四

二
本
木
七
五
ほ
か
一
筆

日
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鈴
木

善
夫

喜
多
方
市
上
三
宮
町
上

喜
多
方
市
上
三
宮
町
上
三
宮

同

三
宮
字
籬
山
五
七
九

字
中
向
一
二
八
ほ
か
十
筆

日

松
浦

一
男

喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝

喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
下

同

字
清
水
尻
五
一
五

勝
北
一
二
―
一
ほ
か
八
筆

日

株
式
会
社

喜
多

喜
多
方
市
熊
倉
町
雄
国

喜
多
方
市
熊
倉
町
都
字
東
道

同

方
キ
ラ
リ
フ
ァ
ー

字
村
中
丙
五
三
一

地
一
六
ほ
か
三
筆

日

ム
２
３

佐
藤

宏
一

喜
多
方
市
関
柴
町
下
柴

喜
多
方
市
関
柴
町
下
柴
字
小

同

字
石
堂
二
四
一
三

松
一
四
―
一
ほ
か
二
筆

日

菊
地

善
一
郎

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田
付
字

同

付
字
東
治
里
二
六
四
〇

西
治
里
二
八
ほ
か
八
筆

日

戸
田

公
吉

喜
多
方
市
塩
川
町
三
吉

喜
多
方
市
塩
川
町
三
吉
字
瀬

同

字
利
根
川
丙
八
〇

戸
田
八
―
一
ほ
か
十
四
筆

日

風
間

勝

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室

喜
多
方
市
塩
川
町
源
太
屋
敷

同

字
高
吉
四
三
八
六

字
舘
ノ
北
一
八
〇
―
一
ほ
か

日

十
三
筆

今
井

至

喜
多
方
市
塩
川
町
金
橋

喜
多
方
市
塩
川
町
金
橋
字
村

同

字
江
添
九
一
四

東
一
二
ほ
か
二
筆

日

佐
藤

敏
朗

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉

喜
多
方
市
上
三
宮
町
吉
川
字

同

川
字
反
田
四
〇
八
八

反
田
一
五
ほ
か
五
筆

日

（
農
業
担
い
手
課
）

公

告

公 告 第 ２ ８ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 国 道 3 9 9号 ・ （ 仮 称 ） 戸 渡 ト ン ネ

ル 工 事 の 請 負 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は
特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 37 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い
う 。 ） 第 1 1条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 7 4条 の 1 1第 １ 項 の 規
定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 7年 1 2月 １ 日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 工 事 の 件 名 及 び 数 量
国 道 3 9 9号 ・ （ 仮 称 ） 戸 渡 ト ン ネ ル 工 事 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 土 木 部 土 木 総 室 土 木 総 務 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 7年 1 0月 ６ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
福 浜 大 一 ・ 堀 江 ・ 加 地 和 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 字 中 原 1 6

番 地 の １
５ 落 札 金 額

2 , 0 9 3 , 0 4 0 , 0 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 2 7年 ８ 月 ４ 日
（ 土 木 総 務 課 ）


